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で
は
住
宅
用
火
災
警
報
器
に

関
す
る
ア
ン
ケ
ー
ト
も
行
わ

れ
、
約
六
十
％
の
方
が
設
置

し
て
い
る
と
回
答
を
得
て
い

ま
し
た
。 

担
当
し
た
予
防
課
予
防
担

当
の
職
員
は
「
住
宅
用
火
災

警
報
器
は
、
法
令
に
よ
り
平

成
二
十
年
六
月
一
日
か
ら
す

べ
て
の
住
宅
に
設
置
す
る
こ

と
と
な
り
ま
し
た
が
、
今
回

の
ア
ン
ケ
ー
ト
に
よ
る
と
、

ま
だ
四
割
近
く
の
方
が
未
設

置
で
あ
る
と
の
回
答
を
得
て

い
る
た
め
、
多
く
の
方
に
ご

理
解
を
い
た
だ
く
と
と
も

に
、
安
心
し
て
暮
ら
せ
る
よ

う
今
後
も
普
及
促
進
に
努
め

て
い
き
た
い
」
と
述
べ
て
い

ま
し
た
。 

津サティにてミニ消防車で写真撮影を行うお子様 
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○○
防

火災などの 

お問い合わせ

☎224-1881 
救急医療情報案内 

☎256-1199 
↑予防課職員から、防火・防災パネルの

説明を受ける訪れた市民の方 

防
火火
キキ
ャャ
ンン
ペペ
ーー
ンン
をを
開開
催催  

三
月
一
日
、
津
市
消
防
本
部
は
、

全
国
一
斉
春
の
火
災
予
防
運
動
（
三

月
一
日
～
七
日
）
の
一
環
と
し
て
、

津
サ
テ
ィ
に
て
、
住
宅
火
災
予
防
と

防
火
意
識
の
普
及
啓
発
を
目
的
に
、

楽
し
く
学
べ
る
春
の
防
火
キ
ャ
ン

ペ
ー
ン
を
実
施
し
ま
し
た
。 

イ
ベ
ン
ト
は
、
同
市
消
防
音
楽
隊

に
よ
る
楽
し
い
演
奏
や
、
予
防
課
員

及
び
女
性
消
防
団
員
に
よ
る
住
宅

用
火
災
警
報
器
の
普
及
促
進
、
防
災

グ
ッ
ズ
や
防
災
パ
ネ
ル
の
展
示
、
ミ

ニ
消
防
車
に
よ
る
写
真
撮
影
会
な

ど
買
い
物
客
を
中
心
に
た
く
さ
ん

の
方
が
訪
れ
ま
し
た
。
ま
た
、
会
場

 

↑防火・防災講話を交えながら、親しみ

やすい音楽を演奏する津市消防音楽隊 
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○○
津津
市市
北北
消消
防防
署署
河河
芸芸
分分
署署
とと

鈴鈴
鹿鹿
市市
南南
消消
防防
署署
がが
合合
同同
研研

修修
会会
をを
開開
催催  

津
市
北
消
防
署
河
芸
分
署
と
鈴
鹿

市
南
消
防
署
は
三
月
五
日
、
三
重
県

内
消
防
相
互
応
援
協
定
に
基
づ
く
境

界
付
近
の
災
害
に
関
し
、
情
報
を
共

有
し
、
相
互
応
援
の
的
確
か
つ
円
滑

な
運
用
と
連
携
を
強
化
す
る
た
め
、

鈴
鹿
市
南
消
防
署
で
合
同
研
修
会
を

開
催
し
ま
し
た
。 

研
修
は
、
中
西
貞
徳
鈴
鹿
市
南
消

防
署
長
補
佐
に
よ
る
法
令
研
修
や
双

方
が
応
援
を
受
け
る
地
域
の
特
徴
や

注
意
事
項
な
ど
情
報
交
換
を
中
心
に

行
わ
れ
ま
し
た
。
ま
た
、
境
界
付
近

で
あ
る
鈴
鹿
国
際
大
学
内
の
消
火
栓

や
現
地
の
状
況
を
視
察
し
、
実
災
害

に
備
え
、
確
認
を
行
い
ま
し
た
。 

小
宮
貞
則
津
市
北
消
防
署
河
芸
分

署
長
は
、「
万
一
の
災
害
時
に
相
互
に

協
力
し
て
、
適
切
に
対
応
す
る
こ
と

に
よ
り
、
地
域
を
越
え
て
、
付
近
住

民
の
方
々
の
安
心
・
安
全
を
守
っ
て

い
き
た
い
」
と
述
べ
て
い
ま
し
た
。

○○
老老
人人
福福
祉祉
施施
設設
でで  

消消
防防
訓訓
練練
をを
実実
施施  

  
春
の
全
国
火
災
予
防
運
動
に
伴

い
、
社
会
福
祉
法
人
正
寿
会
か
ざ
は

や
苑
（
津
市
戸
木
町
）
で
、
消
防
訓

練
が
行
わ
れ
ま
し
た
。 

 

訓
練
は
、
施
設
の
三
階
か
ら
出
火

し
た
こ
と
を
想
定
し
、
久
居
消
防
署

員
を
は
じ
め
、
施
設
利
用
者
や
施
設

職
員
、
地
元
消
防
団
な
ど
二
二
〇
名
、

は
し
ご
車
な
ど
消
防
車
両
十
一
台
が

参
加
し
て
、
避
難
誘
導
訓
練
や
救
出

訓
練
、
ケ
ガ
人
な
ど
の
症
状
を
一
時

的
に
判
断
す
る
ト
リ
ア
ー
ジ
訓
練
な

ど
、
き
び
き
び
と
し
た
訓
練
が
行
わ

れ
ま
し
た
。 

 

同
苑
の
伊
藤
滋
之
理
事
長
は
「
今

回
の
訓
練
を
通
じ
て
、
防
災
の
大
切

さ
を
改
め
て
感
じ
ま
し
た
。
今
後
も

防
火
・
防
災
に
努
め
て
い
き
た
い
」

と
述
べ
て
い
ま
し
た
。
ま
た
、
野
田

重
門
消
防
長
は
「
施
設
の
方
や
関
係

機
関
と
連
携
の
取
れ
た
訓
練
で
あ
っ

た
。
日
頃
か
ら
防
火
・
防
災
意
識
を

高
め
、
万
一
に
備
え
、
今
後
も
体
制

強
化
を
図
り
た
い
」
と
述
べ
て
い
ま

し
た
。 

↑はしご車で救出訓練を行う消防隊 

訓
練
は
、
視
界
の
悪
い
池
に

転
落
し
た
行
方
不
明
者
が
い

る
と
い
う
こ
と
を
想
定
し
、
水

温
が
低
い
中
、
水
難
救
助
隊
員

十
六
名
が
参
加
し
て
、
き
び
き

び
と
行
わ
れ
ま
し
た
。 

 

訓
練
を
視
察
し
た
野
田
重

門
消
防
長
は
「
寒
い
時
期
で
も

水
難
事
故
は
発
生
し
て
い
る
。

迅
速
に
事
故
に
対
応
す
る
こ

と
に
よ
り
、
一
人
で
も
多
く
の

命
が
救
え
る
よ
う
、
今
後
も
救

助
体
制
の
充
実
を
図
り
た
い
」

と
述
べ
て
い
ま
し
た
。

↓
車
両
の
装
備
品
な
ど
を

確
認
す
る
隊
員 

➝
研
修
を
受
講
す
る
両

市
消
防
職
員 

○○
季季
節節
をを
問問
わわ
ずず
発発
生生
すす
るる  

  
  

  
  

水

津
市
は
伊
勢
湾
に
面
し
た
海
岸
を

は
じ
め
、
池
や
ダ
ム
、
河
川
な
ど
が

混
在
し
、
そ
れ
に
携
わ
る
レ
ジ
ャ
ー

や
就
業
な
ど
、
季
節
を
問
わ
ず
水
難

事
故
が
発
生
し
て
い
ま
す
。 

水
難難
事事
故故
にに
対対
応応
！！  

こ
の
こ
と
を
踏
ま
え
、
同
市
消
防

本
部
は
三
月
十
九
日
、
水
温
の
低
い

時
期
で
も
陸
上
隊
員
と
連
携
を
図

り
、
迅
速
な
救
助
活
動
を
行
う
た
め
、

同
市
市
民
プ
ー
ル(

津
市
殿
村)

の
屋

外
プ
ー
ル
で
、
水
難
救
助
訓
練
を
実

施
し
ま
し
た
。 

↑救出活動を行う津市消防本部

の水難救助隊 

池や川、ダムでは、大人

の人の注意を守り、危な

い場所では、遊ばないよ

うにしましょう！ 
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消消消火火火器器器なななどどどののの不不不適適適切切切ななな訪訪訪問問問販販販売売売   

点点点検検検なななどどどにににごごご注注注意意意下下下さささいいい！！！   
全国的に消火器や住宅用火災警報器などの不適切な訪問販売や点検などが増えています。 

津市消防本部管内でも、今年に入ってから被害に遭われる方が急増しており、不適切な訪問

販売等には充分気をつけて下さい。 

訪問販売のよくある手口は！ 

・「一般家庭にも消火器の設置

が義務付けられた」 

・「消防署の方から来た」 

・「消防・市役所から消火器の

斡旋依頼があった」 

・「この消火器は古くて使えな

い。交換が必要だ」 

などと偽り、不当な料金を請求

されることがあります。 

あやしいと思ったら！ 

■ 身分証明書などの提示

を求める 

■ 安易に申し込みや購入

をしないで、その場では

っきり断る 

■ 預かり書など、むやみに

サインをしない 

■ 脅迫的な行動があったと

きは、警察に通報する 

ト ラ ブ ル 防 止 の ポ イ ン ト 

● 消防署では、消火器の販売や斡旋は行っていません。 
● 消防署では、一般家庭への消火器の設置を推進していますが、設置の義務はありません。 

● 一般家庭では、消火器の薬剤の詰め替え義務はありません。 

万一、サインや押印をしてしまい、意に添わない契約をしてしまったら･･･ 

      訪問販売では、クーリングオフ制度が認められています。契約書を渡され

た日から８日以内であれば、書面で契約を無条件で解除できますので、契約

書や領収書などをしっかり取っておき、早急に津市消費生活センターにご相

談下さい。(TEL 059-229-3313)

相談時間 
平日  

9 時 00 分～12 時 00 分 

13 時00 分～16 時00 分

○○
有有
料料
老老
人人
ホホ
ーー
ムム
をを  

対対
象象
にに
特特
別別
査査
察察
をを
実実
施施  

群
馬
県
渋
川
市
で
十
人
が
死
亡
し

た
有
料
老
人
ホ
ー
ム
の
火
災
を
受

け
、
津
市
消
防
本
部
は
三
月
二
十
三

日
、
二
十
四
日
に
管
内
の
類
似
施
設

（
四
施
設
）
に
対
し
特
別
査
察
を
実

施
し
ま
し
た
。
こ
の
よ
う
な
施
設
は
、

法
令
改
正
に
伴
い
、
同
市
消
防
本
部

管
内
の
八
十
の
施
設
を
対
象
に
、
順

次
立
入
査
察
を
進
め
て
い
ま
す
が
、

今
回
の
火
災
を
受
け
、
特
別
査
察
の

対
象
と
な
っ
た
四
施
設
の
消
防
用
設

備
の
適
切
な
設
置
と
防
火
・
防
災
体

制
の
確
認
を
行
い
ま
し
た
。 

担
当
し
た
同
市
消
防
本
部
予
防
課

職
員
は
「
今
回
特
別
査
察
を
実
施
し

た
施
設
に
不
備
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し

た
が
、
今
後
も
引
き
続
き
立
ち
入
り

査
察
を
実
施
し
、
一
層
の
防
火
・
防

災
体
制
の
確
立
を
図
り
た
い
」
と
述

べ
て
い
ま
し
た
。 

↑特別査察を実施する津市

消防本部職員 
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○○
編編
集集
後後
記記  

三
月
十
九
日
、
群
馬
県
渋
川
市
で

発
生
し
た
有
料
老
人
ホ
ー
ム
の
火

災
は
、
十
人
の
犠
牲
者
が
出
る
と

い
う
大
惨
事
と
な
り
ま
し
た
。
老

人
介
護
と
い
う
難
し
さ
に
加
え
、

施
設
の
管
理
体
制
等
に
一
部
問
題

が
あ
り
、
こ
の
よ
う
な
事
態
に
至

っ
た
の
で
は
な
い
か
と
報
道
さ
れ

て
い
ま
す
。 

津
市
消
防
本
部
で
も
、
類
似
施
設

に
対
し
、
緊
急
に
特
別
査
察
を
実

施
し
、
消
防
用
設
備
や
防
火
・
防

災
に
対
す
る
管
理
体
制
な
ど
を
確

認
し
ま
し
た
。 

ま
た
、
三
月
二
十
二
日
に
は
神
奈

川
県
大
磯
町
で
旧
吉
田
茂
邸
が
全

焼
す
る
な
ど
、
重
要
な
建
築
物
の

火
災
も
起
こ
っ
て
い
ま
す
。 

春
の
気
の
緩
み
は
、
火
災
の
発
生

し
や
す
い
時
期
と
も
言
わ
れ
て
い

ま
す
。
今
一
度
、
ご
自
宅
の
防
火
・

防
災
対
策
に
つ
い
て
、
ご
家
族
と

一
緒
に
確
認
し
て
お
く
と
い
い
で

す
ね
。
（
大
東
雄
一
） 

☆☆  主主なな行行事事予予定定  ☆☆  
 

・平成 21 年 4 月 4日（土） 

榊原温泉 さくら祭 

（榊原温泉 湯の瀬） 

・平成 21 年４月６日（月） 

 春の交通安全パレード 

 （お城公園～津松菱付近） 

～～  ２２月月中中のの災災害害  ～～  

火火  災災        55 件件（（1111 件件））  

救救  急急      990011 件件（（11,,994422 件件））  

救救  助助      1133 件件（（2266 件件））  
          （（））内内はは HH2211 年年累累計計  

ごご家家庭庭にに住住宅宅火火災災警警報報器器をを設設置置

ししままししょょうう！！  
消消防防法法のの一一部部改改正正及及びび火火災災予予防防条条

例例のの改改正正にによよりり、、平平成成 2200 年年 66 月月かからら

住住宅宅用用火火災災警警報報器器のの設設置置がが義義務務付付けけ

らられれままししたた。。  

○○
なな
くく
そそ
うう
！！
住住
宅宅
火火
災災
！！  

日
本
国
内
の
住
宅
火
災
に
お
け
る

死
者
数
は
、
平
成
十
五
年
以
降
五
年

連
続
し
て
一
〇
〇
〇
人
を
超
え
る
高

い
水
準
で
推
移
し
て
い
ま
す
。
こ
の

う
ち
六
十
五
歳
以
上
の
高
齢
者
が
占

め
る
割
合
は
六
割
と
な
っ
て
お
り
、

今
後
の
高
齢
化
の
進
展
と
と
も
に
さ

ら
に
増
加
す
る
こ
と
が
懸
念
さ
れ
て

い
ま
す
。 

 

こ
の
よ
う
な
中
、
総
務
省
消
防
庁

で
は
有
識
者
や
防
災
関
係
機
関
な
ど

と
協
力
し
て
、
昨
年
十
二
月
に
「
住

宅
用
火
災
警
報
器
設
置
推
進
会
議
」

を
開
催
し
、「
住
宅
用
火
災
警
報
器
設

置
推
進
基
本
方
針
」
及
び
「
住
宅
火

災
死
者
半
減
を
目
指
し
た
緊
急
ア
ピ

ー
ル
」
を
策
定
、
早
期
に
全
て
の
住

宅
に
住
宅
用
火
災
警
報
器
が
設
置
さ

れ
、
住
宅
火
災
に
よ
る
死
傷
者
を
半

減
で
き
る
よ
う
取
り
組
ん
で
い
ま

す
。 

 

さ
て
、
私
た
ち
の
住
む
津
市
で
は
、

昨
年
一
二
六
件
の
火
災
が
発
生
し
ま

し
た
。
そ
の
う
ち
建
物
火
災
は
六
十

五
件
（
一
般
住
宅
は
四
十
三
件
）
発

生
し
、
一
般
住
宅
火
災
の
出
火
原
因

の
一
位
は
コ
ン
ロ
、
二
位
が
ス
ト
ー

ブ
、
三
位
が
放
火
・
放
火
の
疑
い
と 

い
う
順
に
な
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
住

宅
火
災
に
よ
り
、
六
名
（
う
ち
六
十

五
歳
以
上
が
五
名
）
の
尊
い
命
が
亡

く
な
り
ま
し
た
。 

 

い
ざ
火
災
が
発
生
す
る
と
一
瞬
に

し
て
大
切
な
財
産
を
失
う
だ
け
で
は

な
く
、
尊
い
命
ま
で
失
い
か
ね
ま
せ

ん
。
日
頃
か
ら
ご
家
庭
で
火
災
予
防

対
策
に
つ
い
て
話
し
合
い
、
隣
近
所

の
方
々
と
連
携
し
て
防
火
意
識
を
高

め
て
い
く
こ
と
が
大
切
で
す
。 

 

ま
た
、
総
務
省
消
防
庁
の
全
国
的

な
統
計
で
は
、
逃
げ
遅
れ
た
方
の
六

割
の
方
が
火
災
に
気
付
か
ず
、
被
害

に
合
わ
れ
て
い
ま
す
。
日
本
に
先
立

ち
、
住
宅
用
火
災
警
報
器
の
設
置
を

義
務
化
し
た
英
国
や
米
国
で
は
、
死

者
数
を
半
減
さ
せ
る
効
果
を
発
現
し

て
い
ま
す
。
津
市
に
お
い
て
も
平
成

二
十
年
六
月
か
ら
、
条
例
に
よ
り
す

べ
て
の
住
宅
に
住
宅
用
火
災
警
報
器

の
設
置
が
義
務
付
け
ら
れ
ま
し
た
。

ま
だ
未
設
置
で
あ
れ
ば
、
ご
家
族
の

安
心
・
安
全
を
守
る
た
め
に
も
、
早

期
に
住
宅
用
火
災
警
報
器
を
設
置
し

ま
し
ょ
う
。 

↑３月１日、榊原地区の防災

訓練が開催されました 

住住宅宅火火災災・・命命をを守守るる７７つつののポポイインントト  
★★  ３３つつのの習習慣慣  ★★  

１ 寝たばこは、絶対やめる 
２ ストーブは、燃えやすいものから離れて使用する 
３ ガスコンロなどのそばを離れる時は、必ず火を消

す 
★★  ４４つつのの対対策策  ★★  

１ 逃げ遅れを防ぐために、住宅用火災警報器を必ず

設置する 
２ 寝具や衣類から火災を防ぐため、防炎品を使用す

る 
３ 火災を小さいうちに消すために、住宅用消火器等

を設置する 
４ お年寄りや身体の不自由な人を守るために、隣近

所の協力体制をつくる 


